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2026年４月 28日 
各 位 
 

会 社 名 三 谷 産 業 株 式 会 社 

代表取締役社長  三 谷 忠 照 

コード番号 8 2 8 5（東証スタンダード・名証プレミア） 

本社所在地 石川県金沢市玉川町１番５号 

問い合わせ先 

責任者役職名 常務取締役 財務・広報担当 

氏 名 内 田 大 剛 

Ｔ Ｅ Ｌ 076（ 233 ）2151 
 
 

株式の売出し及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ 
 
 

当社は、主要株主であり筆頭株主である三谷充氏より、同氏が所有する当社普通株式の全部を、市場外

での相対取引により、同氏が議決権の過半を有する資産管理会社である三谷株式会社に対して譲渡する旨

の報告を受けました。これにより、当社の主要株主である筆頭株主に異動が生じる見込みとなりましたの

で、お知らせいたします。 

三谷株式会社による当該株式の取得は、金融商品取引法第 167 条第１項及び同法施行令第 31 条に規定す

る「公開買付けに準ずる行為として政令で定める買集め行為」に該当いたします。また、本件については、

同法に定める有価証券通知書を北陸財務局長宛に提出しております。 

 

記 

 

１．主要株主である筆頭株主となる株主の概要 

名称 三谷株式会社 

所在地 東京都千代田区西神田３丁目８番１号 

代表者の役職・氏名 取締役社長 三谷 明子 

事業内容 不動産管理業 

資本金 1,000万円 

 

２．異動前後における当該株主の所有する議決権の数（所有株式数）及び総株主数の議決権の数に対す

る割合 

三谷株式会社 

 
所有議決権の数 

（所有株式数） 

総株主数の議決権の

数に対する割合 
大株主順位 

異動前 

（2026年４月 28日現在） 

59,800個 

（5,980,000株） 
9.72％ 第２位 

異動後 
157,278個 

（15,727,800株） 
25.57％ 第 1位 

 

 

本資料は、三谷株式会社が当社（買集め行為の対象会社）に行った要請に基づき、

金融商品取引法施行令第 30条第１項第４号に基づいて公表を行うものです。 
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三谷 充 

 
所有議決権の数 

（所有株式数） 

総株主数の議決権の

数に対する割合 
大株主順位 

異動前 

（2026年４月 28日現在） 

97,478個 

（9,747,861株） 
15.85％ 第１位 

異動後 
０個 

（０株） 
0.00％ ― 

（注）１．大株主の順位は、2026年３月 31日現在の当社株主名簿を基準としております。 

２．異動前及び異動後の「総株主等の議決権に対する割合」は、2026年３月 31日現在の発行済株

式総数 61,772,500 株から議決権を有しない株式数 261,100 株を控除した総株主等の議決権の

数 615,114個を基準に算出しております。 

３．異動前及び異動後の「総株主等の議決権に対する割合」については、小数点第３位を四捨五

入しております。 

 

３．異動予定年月日 

2026年５月 11日（月）（予定） 

 

４．今後の見通し 

本件異動に伴う業績に与える影響はありません。 

 

以上 


